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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：平成２７年１２月２４日（平成２７年（行情）諮問第７７０号） 

答申日：平成２９年３月６日（平成２８年度（行情）答申第７７１号） 

事件名：「訓練資料３－０３－０４－７１－２１－０ 無人偵察機システム

（平成２１年度以降納入型）」の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「訓練資料３－０３－０４－７１－２１－０ 無人偵察機システム（平

成２１年度以降納入型）（表紙からはしがきまでを除く）」（以下「本件

対象文書」という。）につき，その一部を不開示とした決定については，

別紙に掲げる部分を開示すべきである。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２７年８月７日付け防官文第１２

４４７号により防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行

った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消しを求

める。 

２ 異議申立ての理由 

異議申立人の主張する異議申立ての理由は，異議申立書並びに意見書１

及び２の記載によると，以下のとおりである。 

（１）本件対象文書につき，本件開示決定通知書で特定されたＰＤＦファイ

ル形式以外の電磁的記録形式が存在すれば，それについても特定を求め

る。 

（２）本件対象文書の履歴情報が特定されていなければ，改めてその特定を

求める。 

（３）特定されたＰＤＦファイルが本件対象文書の全ての内容を複写したも

のであるかの確認を求める。                   

（４）「本件対象文書の内容と関わりのない情報」（平成２４年４月４日付

け防官文第４６３９号）として開示されなかった情報が存在するなら，

改めてその特定と開示・不開示の判断を求める。 

（５）原処分で一部不開示とされた部分につき，当該部分に記録された内容

を精査し，支障が生じない部分については開示すべきである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 経緯 
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   本件開示請求は，「「無人偵察機システム（平成２１年度以降納入

型）」（訓練資料３－０３－０４－７１－２１－０）。＊制定理由書ない

し改訂理由書もあればそれも希望。」の開示を求めるものであり，処分庁

は，これに該当する行政文書として「訓練資料３－０３－０４－７１－２

１－０ 無人偵察機システム（平成２１年度以降納入型）」を特定し，平

成２５年１１月５日付け防官文第１４５９６号により，表紙からはしがき

までを開示決定した上で，残余の部分（本件対象文書）について，平成２

７年８月７日付け防官文第１２４４７号により，法９条１項の規定に基づ

く一部開示決定（原処分）を行った。 

本件異議申立ては，原処分に対してされたものである。 

 ２ 不開示とした部分及び理由について 

本件対象文書のうち，２ページないし７ページ，９ページないし１５ペ

ージ，１７ページないし２６ページ，２９ページないし５７ページ，５９

ページ，６０ページ，６４ページないし１１４ページ，１１６ページない

し１２６ページ，１２８ページないし１３３ページ，１３５ページないし

１４４ページ，１４６ページないし１６７ページ，１６９ページ，１７４

ページないし２０７ページ及び２１１ページないし２４４ページのそれぞ

れ一部は，無人偵察機隊の編成及び運用並びに無人偵察機システムの運用，

構成，機能及び性能に関する情報であり，これを公にすることにより，無

人偵察機隊の運用要領及び能力並びに無人偵察機システムの質的能力が推

察され，自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を及ぼし，ひいては我が国の

安全を害するおそれがあることから，法５条３号に該当するため不開示と

した。 

３ 異議申立人の主張について 

（１）異議申立人は，「他にも文書が存在するものと思われる。」と主張し，

本件開示決定通知書で特定されたＰＤＦファイル形式以外の電磁的記録

形式が存在すれば，それについても特定するよう求めるが，原処分にお

いて特定した本件対象文書の電磁的記録は，ＰＤＦファイル形式とは異

なるいわゆる文書作成ソフトにより作成された文書であり，ＰＤＦファ

イル形式以外の電磁的記録形式を特定している。 

   なお，異議申立人は，処分庁が原処分における行政文書開示決定通知

書においてＰＤＦファイル形式の電磁的記録を特定したかのように述べ

るが，法その他の関係法令において，特定した電磁的記録の記録形式ま

で明示しなければならないことを義務付けるような趣旨の規定はないこ

とから，原処分においては「ＰＤＦファイル形式」と電磁的記録の記録

形式は明示していない。 

（２）異議申立人は，「本件開示決定通知からは不明である」として，本件

対象文書の履歴情報についても特定するよう求めるとともに，「平成２
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４年４月４日付け防官文第４６３９号で示すような「本件対象文書の内

容と関わりのない情報」との処分庁の勝手な判断は，法に反する」とし

て，「本件対象文書の内容と関わりのない情報」についても特定し，開

示・不開示を判断するよう求めるが，本件対象文書の履歴情報やプロパ

ティ情報等については，いずれも防衛省において業務上必要なものとし

て利用又は保存されている状態になく，法２条２項の行政文書に該当し

ないため，本件開示請求に対して特定し，開示・不開示の判断を行う必

要はない。 

（３）異議申立人は，「本件対象文書が当初のファイル形式を変換して複写

の交付が行われている場合，本件対象文書の内容が，交付された複写に

は欠落している可能性がある。」として，特定されたＰＤＦファイルの

複写の交付が本件対象文書の全ての内容を複写しているか確認するよう

求めるが，本件異議申立てがされた時点においては，異議申立人から開

示の実施の申し出がなされていないことから開示の実施は行われておら

ず，したがって複写の交付も行われていない。 

（４）異議申立人は，「記録された内容を精査し，支障が生じない部分につ

いては開示すべきである。」として，原処分のうち一部の不開示部分に

ついてその取消しを求めるが，本件対象文書の法５条該当性を十分に検

討した結果，その一部が上記２のとおり同条３号に該当することから当

該部分を不開示としたものであり，その他の部分については開示してい

る。 

（５）以上のことから，異議申立人の主張にはいずれも理由がなく，原処分

を維持することが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２７年１２月２４日  諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 平成２８年１月１３日   審議 

   ④ 同年２月１日       異議申立人から意見書１及び２を収受 

   ⑤ 平成２９年２月２２日   本件対象文書の見分及び審議 

   ⑥ 同年３月２日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，陸上自衛隊において作成された無人偵察機システムに

関する教育訓練資料であり，処分庁は，その一部を法５条３号に該当する

として不開示とする原処分を行った。 

これに対し，異議申立人は，不開示部分の開示等を求めており，諮問庁

は原処分を維持することが適当としていることから，以下，本件対象文書
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の見分結果を踏まえ，不開示部分の不開示情報該当性について検討する。 

２ 不開示情報該当性について 

上記第３の２に掲げる不開示部分には，陸上自衛隊における無人偵察機

隊の編成及び運用並びに無人偵察機システムの運用，構成，機能及び性能

に関する情報が記載されていることが認められる。 

当該部分のうち，別紙に掲げる部分を除く部分は，これを公にすること

により，無人偵察機隊の運用要領及び能力並びに無人偵察機システムの質

的能力が推察され，自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を及ぼし，ひいて

は我が国の安全を害するおそれがあると行政機関の長が認めることにつき

相当の理由があると認められるので，法５条３号に該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

しかしながら，別紙に掲げる部分は，他の開示部分から推測できる内容

が記載されているにすぎず，これを公にしても，自衛隊の任務の効果的な

遂行に支障を及ぼし，ひいては我が国の安全が害されるおそれがあると行

政機関の長が認めることにつき相当の理由があるとは認められないので，

法５条３号に該当せず，開示すべきである。 

３ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条３号に該当す

るとして不開示とした決定については，別紙に掲げる部分を除く部分は，

同号に該当すると認められるので，不開示としたことは妥当であるが，別

紙に掲げる部分は同号に該当せず，開示すべきであると判断した。 

（第４部会） 

  委員 鈴木健太，委員 常岡孝好，委員 中曽根玲子  
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別紙（開示すべき部分） 

 

ページ 具体的箇所 

４ページ 下から５行目の不開示部分 

 


